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従
前
は
、
そ
の
年
の
前
々
年
ま
た

は
そ
の
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度

の
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
に
は
、
消
費
税
の
免
税
事

業
者
と
し
て
消
費
税
の
申
告
は
不
要

で
し
た
（
事
業
者
の
選
択
に
よ
り
、

課
税
事
業
者
と
な
る
こ
と
も
可
能
）。

　

改
正
後
は
、
こ
れ
に
、
そ
の
年
の

前
年
ま
た
は
前
事
業
年
度
開
始
の
日

以
後
六
カ
月
の
課
税
売
上
高
も
し
く

は
給
与
等
の
総
額
が
、
判
定
基
準
と

し
て
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
そ
の
年
の
前
々
年

ま
た
は
そ
の
事
業
年
度
の
前
々
事
業

年
度
の
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
以

下
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
年
の
前
年
ま

た
は
前
事
業
年
度
開
始
の
日
以
後
六

カ
月
の
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
超
、

か
つ
給
与
等
の
総
額
が
一
千
万
円
超

の
場
合
に
は
、
課
税
事
業
者
と
し
て

消
費
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
年
の
前
年
ま
た
は
前
事
業
年
度

開
始
の
日
以
後
六
カ
月
の
課
税
売
上

高
・
給
与
等
の
総
額
の
ど
ち
ら
か
が

一
千
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

従
来
ど
お
り
免
税
事
業
者
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
（
表
①
）。

　

本
改
正
の
趣
旨
は
、
そ
の
年
の
前

年
ま
た
は
前
事
業
年
度
の
売
上
高
お

よ
び
給
与
等
の
金
額
が
基
準
金
額
を

超
え
る
こ
と
が
事
前
に
明
ら
か
で
あ

る
場
合
に
は
、
免
税
事
業
者
で
は
な

く
課
税
事
業
者
と
し
、
不
適
切
な
免

税
事
業
者
を
削
減
す
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
課
税
事
業
者
に
該

当
し
た
場
合
で
も
、
六
カ
月
の
期
間

が
あ
れ
ば
、
申
告
対
応
が
十
分
可
能

で
あ
る
と
い
う
実
務
面
で
の
配
慮
も

踏
ま
え
た
期
間
設
定
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

２
．
九
五
％
ル
ー
ル
の
見
直
し

　
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
等
よ
り
適

用
）

　

従
前
は
、
課
税
売
上
割
合
が
九
五

％
以
上
で
あ
れ
ば
、
課
税
仕
入
れ
に

か
か
る
消
費
税
額
の
全
額
を
仕
入
税

額
控
除
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

（
い
わ
ゆ
る
「
九
五
％
ル
ー
ル
」）。

改
正
後
は
、
課
税
期
間
の
課
税
売
上

高
が
五
億
円
を
超
え
る
事
業
者
に
つ

い
て
は
九
五
％
ル
ー
ル
の
適
用
対
象

外
と
な
り
、
個
別
対
応
方
式
ま
た
は

一
括
比
例
配
分
方
式
で
仕
入
税
額
控

除
の
計
算
を
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

　

本
改
正
は
、
課
税
売
上
割
合
が
一

〇
〇
％
で
な
く
て
も
課
税
仕
入
れ
に

か
か
る
消
費
税
額
の
全
額
が
仕
入
税

額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

平
成
二
十
三
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
消
費
税

の
取
り
扱
い
が
大
き
く

変
わ
り
、
税
金
を
多
く
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る

ほ
か
、
実
務
に
対
す
る
影
響
も
生
じ

る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

消
費
税
に
つ
い
て
改
正

さ
れ
た
点
は
、
①
免
税

事
業
者
要
件
の
見
直
し
、

②
仕
入
税
額
控
除
制
度
に
お
け
る
九

五
％
ル
ー
ル
の
見
直
し
、
の
二
点
で

す
。
い
ず
れ
も
、
課
税
の
適
正
化
と

い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
な
さ
れ
た

増
税
改
正
で
あ
り
、
実
務
的
に
関
心

度
の
高
い
改
正
点
で
あ
る
と
い
え
ま

す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
内

容
を
詳
述
し
ま
す
。

１
．
免
税
事
業
者
要
件
の
見
直
し

　
（
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
等
よ
り
適

企
業
経
営
に
影
響
の
大
き
い

消
費
税
制
の
改
正

税務

表①　免税事業者要件（法人の場合）

税理士法人アフェックス
（商工研相談業務委嘱先）
公認会計士・税理士

金子尚貴

改正前 改正後

①前々事業年度の課税売上高
　　　　　→1,000万円以下

　

①前々事業年度の課税売上高
→1,000万円以下

②前事業年度6カ月の課税売
上高、または前事業年度6
カ月の給与等の総額

→1,000万円以下
※①②ともに満たす必要あ
り
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⑴　

個
別
対
応
方
式

　

個
別
対
応
方
式
は
支
払
っ
た
消
費

税
を
、

①
課
税
売
上
に
対
応
す
る
も
の

②
非
課
税
売
上
に
対
応
す
る
も
の

③
両
者
に
共
通
す
る
も
の

︱
︱
の
三
つ
に
区
分
し
ま
す
。 

　

控
除
対
象
と
す
る
消
費
税
額
は
、

「
益
税
問
題
」
を
解
消
す
る
た
め
の

改
正
で
す
。
ま
た
、
課
税
売
上
高
で

判
定
基
準
を
設
け
た
の
は
、
会
社
の

負
担
・
経
理
能
力
を
考
慮
し
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
個
別
対
応
方
式
と
一
括

比
例
配
分
方
式
の
計
算
方
法
に
つ
い

て
、
説
明
し
ま
す
。

「
①
＋
③
×
課
税
売
上
割
合
」
で
計

算
さ
れ
ま
す
。

⑵　

一
括
比
例
配
分
方
式

　

一
括
比
例
配
分
方
式
は
支
払
っ
た

消
費
税
を
⑴
の
よ
う
に
区
分
せ
ず
、

控
除
対
象
と
す
る
消
費
税
額
は
、

「
支
払
っ
た
消
費
税
×
課
税
売
上
割

合
」
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
改
正
に
よ

の
貸
し
付
け
な
ど
の
非
課
税
売
上
が

多
額
な
会
社
に
つ
い
て
は
、
課
税
売

上
割
合
が
相
対
的
に
低
く
算
出
さ
れ

る
た
め
、
税
制
改
正
に
よ
る
増
税
イ

ン
パ
ク
ト
は
大
き
く
な
る
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

　

従
っ
て
、
支
払
消
費
税
の
区
分
け

を
通
じ
た
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
を
事
前
に
し
て
お
く
こ
と
が
経
営

管
理
上
求
め
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
部
門
管
理
の
精
緻

化
等
に
よ
り
、
①
課
税
売
上
に
対
応

す
る
課
税
仕
入
れ
を
明
確
に
把
握
す

る
こ
と
と
、
②
非
課
税
売
上
に
対
応

す
る
課
税
仕
入
れ
（
経
理
財
務
部
門

の
直
接
経
費
や
社
宅
の
清
掃
費
・
外

注
費
な
ど
）
を
削
減
す
る
こ
と
の
二

点
が
節
税
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
課
税

売
上
に
対
応
す
る
課
税
仕
入
れ
を
で

き
る
だ
け
多
く
し
、
非
課
税
売
上
に

対
応
す
る
課
税
仕
入
れ
・
課
税
売
上

と
非
課
税
売
上
に
共
通
し
て
対
応
す

る
課
税
仕
入
れ
を
で
き
る
だ
け
低
く

抑
え
る
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
一
括
比
例
配
分
方
式
を
選

択
し
た
場
合
に
は
、
向
こ
う
二
年
間

は
個
別
対
応
方
式
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
将
来
の
事
業

予
測
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
の
選
択

が
肝
要
と
な
り
ま
す
。

表②　改正による影響

【設例】
課税期間の課税売上高：8億円（税抜き）、課税売上にかかる消費税額：4,000万円
課税売上割合：95％
課税仕入れにかかる消費税額：3,000万円
　うち①課税売上に対応するもの：2,000万円、②非課税売上に対応するもの：100万円
　　　③両者に共通するもの：900万円

従　来 改正後

課税売上割合が95％以上の
ため、課税仕入れにかかる
消費税額の全額について仕
入税額控除することができ
る。
その結果、納税額は、
1,000万円
（＝4,000万円－3,000万円）
となる。

課税売上高が5億円超のため95％ルールの適用除外となり、
⑴⑵の方式によって納税額を計算する。

⑴個別対応方式による場合：
控除対象消費税額は、「①＋③×課税売上割合」で計算され、
2,855万円（＝2,000万円＋900万円×95％）
が控除対象消費税額となる。その結果、納税額は
1,145万円（＝4,000万円－2,855万円）
となる。
⑵一括比例配分方式による場合：
控除対象消費税額は、「支払った消費税×課税売上割合」で
計算され、
2,850万円（＝3,000万円×95％）が控除対象消費税額と
なる。その結果、納税額は
1,150万円（＝4,000万円－2,850万円）
となる。
どちらか有利な方式を選択できるので最終的な納付額は⑴
1,145万円となり、改正前と比べて145万円の増税となる。

る
影
響
に
つ
い
て
、
設
例
を
用

い
て
説
明
す
る
と
、
表
②
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

３
．
九
五
％
ル
ー
ル
の
見
直
し

が
実
務
に
与
え
る
影
響

　

実
務
上
の
大
き
な
影
響
が
想

定
さ
れ
る
の
が
「
支
払
消
費
税

の
区
分
作
業
」
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
支
払
っ
た
消
費

税
が
課
税
売
上
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
明
確
に
把
握
で
き
れ

ば
、
そ
の
全
額
が
仕
入
税
額
控

除
の
対
象
と
な
る
た
め
問
題
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
管
理
面
で
の
制
約
等
に

よ
り
明
確
に
把
握
で
き
な
か
っ

た
分
は
共
通
仕
入
れ
と
し
て
認

識
さ
れ
、
支
払
っ
た
消
費
税
の

う
ち
課
税
売
上
割
合
を
乗
じ
た

額
し
か
控
除
で
き
ま
せ
ん
。
特

に
、
利
息
の
受
け
取
り
・
住
宅


